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1．はじめに

　1978年の改革開放以降、市場経済化と土地の請負制などによる個人化が進行するなかで、中国農

村では、基礎社会としての村からの自治の機能を政権側の統治安定に回収するために、1988年に

「村民委員会組織法」（以下、組織法）を頒布し、行政村レベルに村民委員会を設置し、組織法を施

行した。

　村民委員会の大半は人民公社時代の生産大隊から移行したもので、組織法施行以前の人民公社 1)

は、公社、生産大隊、生産隊の三つのレベル 2)から構成され、生産大隊と生産隊が基礎社会として認

識された。公社は、政治・集団経済を指導・媒介する上層機関である鎮行政と基礎社会との間に位

置し、いくつかの生産大隊を統括する役割を担っていた。この時期、農民の生活範囲は厳格に各自

の生活単位に限定され、国家により農民の生産・生活に対する高度な集団化が要求された。特に、

文化大革命期間中には党の一元化指導体制が強化され、人民公社の党委員会書記および大隊の党支

部書記が農村社会の実質的な権力の中心であった（張 2006: 61）。このような政治集団化体制のなか

1) 1958年には、一郷を一人民公社とし、全国に 2.6万人民公社があった。
2) 規模は、公社が約 2千戸、生産大隊が約 300～ 500戸、生産隊が約 20～ 30戸であった。
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法」に基づく村の村民委員選挙を通して、村の村民自治とその変容に焦点をあてた。その

ために、第一に、村の村民委員の選挙形式やその内実を明確化し、第二に、選挙基準につ

いては集落形成時から存在した伝統組織におけるリーダー選出方法をもとに検討し、第三

に、行政村と集落の関係を検討した。

　一連の考察分析からは以下のことが明確になった。第一に、村民委員選挙は集落主導で

行われ、伝統組織による選挙形態や基準が引き継がれたものであった。第二に、村民は、

集落における自らの暮らしに根拠を持つ選挙基準を、生活を取り巻く環境変化に適応させ

る形で行政村および村民委員会に埋め込んできた。最後に、集落の権力構造において村民

自治は、必ずしも民主的ではないことも浮き彫りにしたのである。
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で村幹部の選出は、公社の党員が候補を選び郷政府の批准を仰ぐか、郷行政が候補を選び大隊で討

論して決めるという二通りの方法があった。前者の場合、幹部選出に対して村民の意見は反映され

ることなく、後者の場合、大隊で討論することで、村民の意見が行政と分かれることもあり、その

場合は、郷が「工作隊」を派遣して「説得」を行うのが一般的であった。要するに、公社の幹部選

出は、行政主導下にあったのである。

　一方で組織法は、村民委員会は村民自身の管理によって行われる「自治」組織の基礎単位であり、

村民委員は村民による民主的選挙によって選ばれることを前提とする。さらに、村民委員の役割に

ついては、村の公共事務と公益事業、民間紛糾（もめごと）の仲裁を行い、村民の意見や要求、提

案をまとめ、政府行政に報告することが求められるとともに、鎮（郷）政府に協力して行政業務を

こなす責任があると規定している（組織法 1988）。つまり、組織法の施行によって、行政主導によ

る村幹部の選出が農村の村民による民主選挙へと転換したことがわかる。

　このような民主選挙の導入は、農村における基礎的政治単位である村民委員会が、国家の末端組

織でありながらも、その一方で、農村集落のような非制度的な集団との接点に位置することを意味

する。つまり、村民委員は行政の意思を代表すると同時に、村民の意思をも代表するという両義性

を帯びることになったのである。このような両義性は、行政と村の間に矛盾が存在する場合、国家

権力と村民を結ぶものとしての村民委員がはらむ問題を顕著にする。

　本稿は、このような問題意識を踏まえ、中国東北地域の朝鮮族村である山鵬村を事例に、組織法

に基づく村の選挙を通して、村および村民から見た村民自治について検討することを目的にする。

2．村民自治と村組織の関係

　組織法の施行当初は、予備選挙段階（選挙権をもつすべての住民が候補者を推薦する）を加える

ことで、住民の承認の度合を高め、一方では、上級の政府機関が選挙に過度に介入しないことで、

村民自治の可能性が高まったと認識された（江口 2006: 129-131）。しかし、このような法的機能を

基礎社会で実証した研究は、村民委員の両義性によって村民委員会は基礎社会と行政の両側から制

約を受けると同時に、両側は村民委員会に対して絶対的な管理権を行使することができないと主張

し、村民委員会は私益に基づき村を統制する集団形成が可能となり、自らの利益に基づいて選挙を

操作すると反論した（張 2006: 321）。つまり、選挙は組織法という外部権力に関係なく、党支部と

村民委員会という村組織に統制されるということである。

　このような村組織の前身は、建国初期の土地改革 3)の際に新しいエリートによって再編された農民

協会で、外部から派遣された工作隊が主導した「大衆の発動」のなかで、土地改革に積極的な貧農

を中心に「形成」されたのである（田原 2004: 258）。その後、人民公社体制の解体までに村幹部選

出は、封建的な旧思想と旧文化を敵視する様々な政治運動と連動する形で、政治要素を重視する行

政主導によって選出され、組織法の施行によって方針転換を迎えることになった。

　村民自治に関連する研究の多くは、上記のような組織法と村組織との関係性において論じられ、

3) 抗日戦争や国共内戦時の根拠地および政権獲得直後に中国共産党政権が行った改革で、地主や富豪から土地
と財産を没収し、貧しい貧農など農民に分配した土地改革である。
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村を形成する集落との関係が曖昧にされている。集落は、人民公社時代にさえも生活だけでなく、

生産や採算単位として、村を形成する基礎社会であり、村という行政単位は、複数の集落（自然村

の場合が多い）で構成され、村民は行政村の成員である前に集落の構成員である。また、国家によ

る「村民自治」の提案当初から、村民委員会の設置レベルを村（行政村）とするか集落にするかに

ついては議論があった。結局、選挙の民主化の最終目標が国家権力の統治に集約されることが推進

派によって強調され、村民委員会は集落より上の行政村に設定されたという経緯がある（滝田 2009: 

197）。このような理由から、集落と行政村との関係性を抜きにして村民自治を語ることは説得力に

欠けると言わざるを得ない。

　本稿では、集落と行政村の関係性に留意しながら、灌漑や水田開発に有利な流域で、水田農業を

中心とする農耕生産を基盤に集落を形成し、衣食住、慣習、人生儀礼、民間信仰などの朝鮮半島の

生活文化を継承してきた朝鮮族の村社会を取り上げる（許 2007）。特に、朝鮮族村である山鵬村の

2010年の春に行った第 8回目の村民委員選挙に注目することで、村組織と村民の相互関係を集落レ

ベルから考察することを通して、本稿の目的に応えることにしたい。そのために、3節では調査対

象地と調査方法を紹介、4節では村の組織法による村民委員の選出、5節では村幹部選出の内実、6

節では村民がいう組織法の意義を明らかにし、7節で全体をまとめることにする。

3．調査対象地と調査方法

　村民自治に関する主な出来ことを 1945年の日本の敗戦以降の変化（表を参考）から見ると、1947

年からの土地改革による土地の私有化から、51年からの合作社化を経て、56年までに私有財をなく

す高級合作社へと徐々に変化し、83年までに高度な集団化、計画経済化時期であった人民公社が続

いていたことがわかる。さらに、人民公社時期には大躍進や文化大革命という政治運動が行われ、

村に多大な影響を与えた。このような変化のなかで、山鵬村は、1949年に公社所属の山鵬村－ 1958

年に公社所属の山鵬管理区－ 1961年に山鵬大隊－ 1984年に山鵬村村民委員会へと行政組織が変遷

してきた。現在、山鵬村は省―州―市―鎮（郷）―行政村村民委員会（山鵬村）―集落（自然集落）

という構成のなかで、山鵬村およびその傘下の 5つの集落が基礎社会を形成している。

　山鵬村は、中国東北地域の朝鮮族自治州の自治州政府機関がおかれている延吉市から約 20ｋｍ離

れたところに位置する都市近郊の農村である。村の中央を東西に横断する雪海江によって、大きく

河南と河北に分かれている。河南には延東村（160人）、双河村（250人）、小河龍村（250人）が、

河北には上村（350人）、新龍村（490人）が位置している。土地面積は 27㎢、耕地面積は 3.2㎢で、

1980年代までは米、トウモロコシ、大豆、葉タバコなどが主たる産物であったことに対して、現在

は大都市や韓国への出稼ぎ人口が 200名を超え、出稼ぎ、林業、商業が主な収入源となっている。

2010年の山鵬村の一人当たりの平均年収入は 8.300元へと増加傾向にある。

　村組織である村民委員会は、村長、党書記、婦女主任、保安主任、会計の 5名で構成され、集落

にもそれぞれ隊長というリーダーを中心にした会計や婦女主任、保安主任などで構成された集落組

織がある。集落組織は、村民委員会に協力する存在と認識されているが、国家行政の基礎幹部とし

て制度化されているわけではない。そのほかにも集落には、老人会が存在し、集落運営に大きな影
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響力を持っている。

　本稿における調査データは主に、筆者が 2003年から 2011年の間、年 2回（一回当たり平均 3週

間）村に住み込んで行ったフィールドワークによるものである。具体的には、集落組織と老人会の

リーダーに聞き取り、村民委員の仕事に同行、各集落の集会への参加などによる調査データと、村

民委員会の記録や資料も参照した。

4．組織法の施行と村民委員の選出

4.1　行政における実施方案

　村の管轄行政である州政府機関が第 8回目の選挙を目前にして発表した組織法に基づいた実施方

案（プログラム）は、一、思想指導 4)、二、組織実施、三、関連要求 5)という三つの部分で構成され、

二の組織実施部分はさらに四段階に分かれていた。①宣伝準備段階（3月 1日～ 3月 15日）は、選

挙に対する村民の目的、意義、方法、手順を明確にして、村民の選挙観念を樹立させる。また、若

く学歴が高い、農村建設に関心を持った組織力のある人材の立候補を促す。②組織施行段階（3月

16日～ 4月 15日）は、村民の選挙資格を審査して「選民証」（選挙資格証明書）を発行する。村民

の投票によって候補者を選出し、定員より多い候補者数を確保し、投票用紙は規定様式に限り、候

補者は村民会議で村民の質問に答えるなどで、村民の民主選挙に備える。また、投票所を設置し、

投票は有権者本人による投票を推薦し、投票用紙記入場における機密を厳守、公開の場で得票数の

集計と発表を行う。③受け継ぎ段階（4月 16日～ 4月 30日）は、役割分担を明確にし、新旧村民

委員の業務の引き継ぎを迅速に行うことで村業務の継続性を担保する。④施行状況調査段階（5月

1日～ 5月 20日）は、新旧村民委員会の引き継ぎが終了した後、市（県）と鎮（郷）行政による抜

き取り審査を受け入れる。

　このような行政規定や指導に対して、山鵬村は自村の情況に応じて、時期を調整し、方法や手順

においても模索を行ってきた。2010年における選挙も法案より一か月以上遅れてスタートしたもの

の、規定の二か月半に対して、一か月くらいで終了した。選挙期間だけでなく、村民会議の有効性

を担保する参加人数 6)に対しても、異なる工夫を行ってきた。

4.2　山鵬村の選挙

　選挙における山鵬村の一番大きな問題は、出稼ぎが多く、規定による村民会議の有効参加人数を

確保できないことであった。このような状況から村は、村民全員の投票による候補者選出からでは

なく、各集落で村民代表を選ぶことから選挙を始めた。その実施段階は、第一に、各集落で村民代

4) 村民からの信頼が厚く、村民を引率して村全体の豊かさを追求できる村民委員を選出することで、社会主義
農村建設を促し、農村社会の調和安定に有力な組織を提供できるように、組織法に依拠した選挙規範と手順
の指導を行うことをいう。

5) 市（県）、鎮（郷）行政に対する要望として、組織指導を強化し、選挙紀律を厳しくし、不正に関する通報制
度を整えることで、選挙で起きる不正や不備をなくし、村民の民主選挙の度合いを高めようとする措置であ
る。

6) 組織法の規定によると、18歳以上の村民の半数以上が参加すること、あるいは村戸数の三分の二以上の世帯
の代表が参加することが求められる。
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表を選んだ。村民代表は、戸籍上の人口比率によって、各集落に代表人数枠を与え、村全体で約 50

名の代表を選んだ。第二に、選ばれた村民代表が 7名の村民委員候補者を選出した。第三に、村民

代表が選んだ 7名の候補者を対象に、各集落の村民が投票して 5名に絞る。それぞれ書記、村長、

保安主任、婦女主任、会計担当の各一名である。ただし、会計は専門分野の学歴に基づいた村長の

推薦が優先された。第四に、書記に関しては党員大会が開かれ、党員による再検討が行われた。

　この選挙を組織運営する組織委員会は、前任書記であるＫ氏（1946年生まれで、脳梗塞で書記候

補を辞退することになった）と、各集落の隊長や老人会の会長など立候補が予定されてないメンバー

によって構成された。村民委員会選挙の実施が鎮から村に通知されると、既存の村民委員会によっ

て、その趣旨が選挙候補の対象となっていないＫ氏や各集落組織のメンバーおよび老人会のリー

ダーに伝えられ、選挙組織委員会が結成された。これらのメンバーのほとんどが、その後に各集落

の村民によって選出された村民代表でもあったことは特筆すべき点である。

　山鵬村の選挙は、このように選挙組織委員会が組織され、村民代表が選ばれ、村民代表によって

村民委員候補者が選出され、再び各集落の村民による投票によって承認を得るというプロセスを経

ている。このような選挙過程からは、人民公社時代の「政治表現」7)や「階級成分」8)がよいことを基準

に、行政主導によって村幹部が選ばれたことに対してだけでなく、現存の組織法に対しても村独自

の選挙形式を持って、村民による承認の度合いがかなり高いことがわかる。同時に、選挙を組織、

運営する選挙組織委員会と村民代表の主な構成員が、各集落組織と老人会のメンバーであることも

わかる。このような老人会と集落組織は、村民委員会のような行政の末端組織としての性格を持た

ず、集落社会における村民の自治組織である。つまり、村民委員の選出は集落の自治組織に主導さ

れているといえる。

4.3　村民委員の基準

　その選挙結果は以下の通りであった。まず、書記は、上層行政機関である鎮の鎮長が村の書記を

兼任することになった。具体的には、2010年までに 5期に渡って村長と書記を務め、村民から厚い

信用があったＫ氏が辞退したために、新しい書記を選ぶ必要があった。そこで二つの集落から推薦

があり、一人は、小河龍村の村民代表が推薦した本集落の 38歳になる退役軍人であり、若手党員で

あるＷ氏であった。もう一人は、双河村の村民代表が推薦した二期前に村民委員会書記を一期務め

ていたＯ氏であった。Ｗ氏に関しては、集落組織における経験が浅く、他の集落の村民による認知

度も低かったために、投票数が少なかった。Ｏ氏に関しては、村民委員の任期期間中、村の資金管

理を独断で行う傾向があり、運営に不明瞭な点が少なくなかったという意見があった。二人のほか

に候補者がいない状況で、Ｗ氏に一年の予備期間（試し期間）を与えようとしたときに、鎮行政か

ら鎮長が村の書記を兼任するという通達があった。次に、村長には、2007年から 2010年まで村長

を務めた Y氏が継続する意思で立候補したが、村民代表による候補者選出の時点で落選した。2007

年のＹ氏の当選は、絶対的な支持を得る適任者がいない状況で、建築ブームをいち早くキャッチし

7) 党のイデオロギーを擁護し、各種政治闘争や運動に積極的であること。
8) 搾取階級である地主や富農に対して、貧しいほどよい階級とされ、貧農がもっともよい「階級成分」となっ
ていた。
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て、採石場と運送業を開始し、高い収益をあげたＹ氏の経営能力が評価され、それらの能力を村の

ために発揮したいという本人の意思もあってのことであった。しかし、任期中に村に利益をもたら

す経営手腕を見せることもなく、却って資金運営に不透明な点が多く、村民の不信をかったことが

落選の理由であった。新しく選出された村長は、村で生まれ育った 50代の集落の隊長 9)で、出稼ぎ

から帰郷して数年経っていた。韓国への出稼ぎと商業の手腕があり、家族関係も良好との評判であっ

た。そのほか、扶養家族に対する介護などの個人的な負担もなく、村のために仕事ができる時間的・

経済的・精神的余裕があるという家庭環境と経営能力が認められたのである。保安主任と婦女主任

は、組織法施行前から村幹部を務め、長年村民委員として活躍していた 60歳近い二人が継続して当

選した。書記を辞退したＫ氏を含め、長年村幹部を務めた三人は、上記のような家庭環境と経営能

力だけでなく、若い時から集落組織で活躍しながら経験を積み、村幹部でいる間も鎮や市行政に人

脈を広げ、村のインフラ整備と融資や補助金などの獲得に大きな寄与をしてきた人物であった。会

計に関しては、専門分野と学歴を公開した上で、村長が推薦した財務専門学校を卒業した 20代の若

者が担当することになった。

　上記のような選挙結果は三つに分けて考察することができる。第一に、円満な家庭環境と経験お

よび実績である。村民の意見が割れることなく、高い支持率を保持した治安主任、婦女主任の事例

からは次の基準がわかる。要するに、村のために仕事ができる時間的・経済的・精神的余裕を持つ、

経営能力と良好な家族関係の持ち主であり、集落組織を経営した経験と任期中の実績がある 50代が

多いということである。この基準設定に対する村民の見解は、村民委員自らの経済条件が低いと賄

賂に弱く、横領する可能性が高く、家の経営能力が低い人は村民を引っ張って村を豊かにする能力

にも欠ける。また、家族の仲が悪く家庭負担が大きいと村のために貢献できる精神的・時間的ゆと

りが生じない。さらに、集落や村組織における経験がないと、村民委員としての素質があるのかど

うかが見極めにくい。これらの基準を満たすためには、40代の前半までは集落組織で経験を積みな

がら、自らの家庭環境を構築する必要がある。そのため、ある程度の条件が整っていて村民委員が

務まる適齢期は大体 50代であると認識されているのである。また、村民委員に当選したことは、外

部権力や市場と接触する「舞台」を村民委員となる個人に提供したことであり、その「舞台」を活

用して村や村民のためにどのような仕事ができたかを見極める意味もあって、任期中の実績は村民

委員を歴任する重要な要素となるのである。

　第二は、集落間の推薦競争である。上記の村民の信頼を得て歴任した村民委員以外の枠を巡り、

集落間では自分の集落から推薦した候補者を村民委員に当選させようと争う（Ｗ氏とＯ氏の書記枠

を巡る集落間の競争など）。自らの集落から村民委員を輩出させようとする理由には、村民委員と身

近い集落ほど各種政策の伝達や情報の獲得が早く得られ、補助金、融資などの配布においても苦情

などを聞き入れてもらいやすいといった認識からである。各集落におけるこのような競争は、一つ

の集落に村幹部が集中することを防ぐ効果もあり、現に、新龍村に村長と会計、上村のほかの三つ

の集落にそれぞれ一名の村民委員がいるという状態をつくりだしている。

　第三に、一期限りで落選する村民委員が少なくないということである。村民によると、村民委員

9) 集落では、集落リーダーを人民公社時代の呼び名で隊長と呼んでいる。
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の一期目は村民による村民委員の試験期間である。集落組織における資源や金銭管理は、村組織に

比べて村民の目にさらされやすく、権力も比較的小さく、いつでも辞めさせることが可能である。

しかし、村民委員会はいくつかの集落を統合するうえ、背後に行政権力があるために、資金運営に

対する監督が難しく、疑惑の追及と辞職要請などに対しても、集落間の連携および上級行政に対す

る説明義務が生じる。このような集落組織と村民委員会の異なる環境において、集落組織で村民の

信頼を得ていた人でも大きな権力を持つと、資源・資金管理をあいまいにし、私益に流用する可能

性が生まれる。また、集落組織は外部権力と接する機会が少ないために、村民委員という職務に付

かない限り、外部権力者との関係処理や人脈づくりの素質を見極めることはできないなどの事情に

よって、一期目の任期は試験期間であると見なされているのである。

　第四に、村長に与えられる会計の選出権限である。会計は、村民委員の基準に関係なく、専門知

識と村長との関係によって決まる。このような民主選挙をはみ出す選出に対して、村民らは村の営

みは家が生活を組み立てることと同じだと考える。村長は「世帯主」であり、会計はその村長の「家

計簿」を預かるものとして村長と会計は二人三脚でなければならないと認識されている。

　このような集落主導の選挙に反映される基礎社会の意見は、集落や村の営みを基準におくだけで

なく、集落－村－外部権力間の「利害関係」をも充分に考慮したうえでの選挙であったことがわか

る。一方、選挙に対しては「組織法の意義は大きいが、選挙自体は形式に過ぎない」という村民に

共通の認識も存在する。

5．村幹部選出の内実

5.1　伝統組織におけるリーダーの選出基準

　本節では、上記のような「組織法の意義は大きいが、選挙自体は形式に過ぎない」という村民の

見解を、集落の歴史過程における選挙基準の変遷のなかで考察・分析する。

　集落組織とともに選挙を主導した老人会は、1980年代に「読報組」という年寄りが集まって新聞

を読むことから始まった。一見、改革開放を契機に新しく形成された組織のように思われるが、村

の年寄たちは「今の老人会の前身は喪興契である」という。喪興契は、集落の形成とともに組織さ

れた葬儀を中心に集落の冠婚葬祭を集落規模で取り仕切っていた自治組織である。山鵬村には、集

落ごとに喪興契があり、集落の 18歳以上の成人男性の参加が義務づけられていた 10)。清朝や民国お

よび満州時代における国家権力によって、民族自治組織が解体を強いられてきたなかで、喪興契は

文化大革命期間中であった 1970年まで存在した。

　喪興契の一番大きい規模の集会である総結会は、毎年 12月 31日にとり行われ、一年間の冠婚葬

祭の総結と集落秩序問題を討議するが、最も重要な課題は翌年の長となる道士と執事を選出するこ

とであった。道士は、同じ人が歴任することはできず、年齢順に就任するが、同じ年齢の場合は、

一日でも早く生まれたほうが務めることになる。しかし、このような厳密な決まり事にも例外があ

10)   これに関しては次のような言説が代々伝わってきた。引っ越してきた若い夫婦が、家に年寄りがおらず、葬
儀の心配がないからと喪興契への加入を拒否した。しかし、その年の冬に、若い妻が病気で他界した。凍っ
た山で墓穴を掘って埋葬しなければならなくなった若い夫は、跪いて道士や執事および村民らに許しを乞う
しかなかったという。
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り、道士になる人物の人格や村のために仕事ができる気質、さらにその家族の人格も選出基準となっ

ていた。たとえば、嫁姑の関係が悪い家の男子はいくら年長者であっても、道士として認められる

ことはなかった。道士と異なり執事は、年齢や任期に関係なく、利口で気が利き、経験がある者が

選出され、この場合も妻の家計管理能力までが問われるほど、円満な家庭環境が選出の基準となっ

ていた。

　集落は、このように選出された道士と執事をリーダーとした成人男子を中心に、冠婚葬祭を行い、

秩序を維持してきたのである。葬儀の場合は 18歳以上の成人男子を対象に、壮士を選んで棺桶を担

ぐ役割を与え、成人男子がない世帯の未成年男子には旗を持たせるなどの役割を与えた。そのほか、

集落の公衆道徳を維持するうえでも、喪興契は絶対的な力を持っていた。たとえば、親を虐待する

者が道士や執事の警告を無視して改心しない場合には、執事が若者を動員して体罰を与えることも

あった。また、集落のはずれには喪興契のシンボルともいえる葬儀に使う道具を保管する喪興幕舎

があって、執事は定期的に喪興幕舎の見回りを行い、時には集落の男子に修繕を命じたりした。こ

の喪興幕舎は、一つの喪興契が一つの喪興幕舎を所有していたわけではなく、河北の二つの集落が

一つ、河南の三つの集落が一つと、集落間で共有することが多く、執事が集落間の関係調整を行っ

ていた。

　道士と執事に定期的に報酬が払われることはないが、冠婚葬祭においてその役割に対する返礼を

みることができる。結婚や還暦祝いの場合には、その主人公が儀式の最後に特別に大きな膳のご馳

走で整えたキェンサン（大きなテーブル）を一番上座に座っている道士に真っ先に差し出す。道士

は膳を受け、注がれた酒一杯と料理を軽く口にしたあと、次の順位に座っている執事にキェンサン

をさげ、それをもって執事が協力した仲間をねぎらう。葬儀の場合も、供え物とは別に道士や執事

などの葬儀参加者には特別に大きな膳が用意され、道士や執事などに提供する慣習があった。この

ようにキェンサンは、村民からの返礼であるだけでなく、その順番や待遇は、集落における威信の

表れであり、道士と執事およびその協力者に対する信望であると同時に権力順位も現していたので

ある。

　このように集落は、年長者や男子を中心にした厳格な縦社会である伝統的自治組織に統制され、

そのリーダーの選出は集落の暮らしに基づいた円満な家庭環境や経験を条件としていたのである。

5.2　伝統組織と集落組織及び村組織

　中華人民共和国成立以来、封建的なものは政治運動における排除の対象となっており、喪興契は

政治運動が最も高潮であった 1966年の文化大革命において、大きな危機に直面することになり、

1970年には解体を余儀なくされ、総結会の開催も禁じられた。このような情勢のなかで、封建的な

伝統組織の主要な成員であった道士と執事が、批判を免れることはないと思われたが、興味深いこ

とに一人も批判を受けることなく、執事は却って集落組織のリーダーにおさまることになった。

　一方、中華人民共和国成立以降、土地改革において行政村レベルに農民協会をつくった際、各集

落には協会幹部に協力する集落組織が生まれ、集団経済への移行のなかで生産大隊という村組織に

協力する性格を一層明確に表した。本来、伝統組織におけるリーダーは、18歳から伝統行事に参加

するなかで、自然に葬儀などの方法や儀礼などを身に付けており、選出時に家庭環境の他に特に重
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視される基準はなかった。しかし、村組織と集落組織における幹部とリーダーの選出には、家庭環

境に加え、貧農という「階級身分」と「政治表現」が問われた。伝統的な集落構造のなかで最大の

権力を行使していた伝統組織と、外部権力の影響によって発足された集落組織の関係は以下の事例

から考察することができる。

　河南の一つの集落である小河龍村の現老人会会長である S氏（1934年生まれの男性）の事例 11)で

ある。S氏は、1964年から 1970年まで集落で最後の執事を務めた人物で、1968年の集落隊長の交

代時に隊長に選出されて 1980年代まで務めていた。1968年から 1970年までの二年間は、執事と集

落の隊長を兼任したことになる。本来、伝統組織は冠婚葬祭を行い、集落組織は村幹部に協力して

行政関連事務や生産に関する仕事をこなす役割であった。しかし、文化大革命以来、伝統組織の活

動が禁じられ、集団経済において葬儀も生産・採算単位として生産隊（集落）が集団経費で賄うこ

とになった。当然、集落組織のメンバーが葬儀を受け持つことになったが、集落組織の結成以降、

伝統組織との役割分担のなかで、外部権力とのやり取りに従事していた集落組織のメンバーには葬

儀などの経験が浅く、元道士と執事などの支持や指揮がなければ葬儀を執り行うことができなかっ

た。一方で、集落構造における村民の信頼度という点でも、道士と執事が上位を占めていた。つま

り、文化大革命による封建的な伝統の排除は、形式や物に対する排除であって、その役割や慣習の

内容までは排除できなかったのである。結局、S氏が執事と隊長を兼任した二年間は伝統組織の役

割を集落組織に移行させた過渡期であった。この役割の移行によって、S氏は集落組織のリーダー

となり、執事の役割を集落組織に持ち込み、継続することになり、同時に、集落組織のリーダーと

しての資質として、その経済運営能力と外部権力に対応する能力も村民に認められたということに

なる。

　まず、村民が認める S氏の経済経営能力を表す例がある。80年代初頭に計画経済における一戸に

豚を二頭までという制限が解かれると、村では養豚業が流行した。集落のほとんどの世帯が繁殖用

に雌の子豚を購入して飼育し始めたことに対して、S氏は村で唯一雄豚を飼育した。結果、雌豚の

繁殖期を迎えると、多くの農家が交配用に S氏が飼育した雄豚を必要とし、他の農家が雌二頭の飼

育により一年で 5千元くらいの収益を上げたことに対して、S氏は雄一頭の飼育で年間 7千元以上

の収益を上げた。S氏が集落のリーダーから老人会会長になり、77歳になった今もこのような経営

手腕は健在である。S氏は、老人会名義で自らが外部市場に販売ルートを確保し、集落所有の山の

ふもとにある砂地の砂を販売することで、資金を得ている。この資金で老人会の経費を調達したば

かりか、支出後の金額は集落の老人たちの福利厚生費として毎年の老人節（8月 15日）に配分して

いる。

　次に、集落のリーダーとして S氏は、村組織に自集落の人を推薦することにも積極的である。前

述したW氏の推薦を主導したのも S氏である。S氏は、村組織に自集落出身の幹部がいることの重

要性を、土地改革後の個人経済から高級合作社の集団経済への転換時期にすでに経験したという。

私有財産を無償に集団に帰属させる計画経済への転換時に、S氏が所属している集落出身者の村幹

部から、高級合作社への入社は財産を無償あるいは安価で公社に献ずることであるという政策転換

11)   2011年 8月に行った S氏本人と S氏が会長を務める老人会メンバーに対するインタビューからである。
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の動向がいち早く集落に知らせられた。そのおかげで、S氏の集落の村民は牛などの比較的高額な

財産を真っ先に処分し、現金を隠し持つことによって、入社時の損害を最低限に抑えることができ

たのだということである。

　S氏の事例からは、リーダーの基準となる家庭環境と経験だけでなく、経営と外部権力との関係

処理能力も、組織法の施行以前から集落において用意されていたことが確認できる。また、集落の

伝統組織と集落組織は、外部権力の変化に応じて、自らの形を変えながら、基礎社会の結束を継続

させていたことがわかる。このような変化のなかで、伝統組織の執事が集落組織のリーダーになり、

自集落から村組織の幹部を推薦するなどの対応が生み出されてきたが、その根底にある暮らしに基

づく対内的な集落のリーダー選出の条件は基本的にかわらなかった。一方、喪興契から老人会に至

る集落の老人層の権力行使は、時として強引であり、必ずしもその他の村民の理解や意見に沿うも

のではなかったことも指摘できる。

5.3　集落自治における老人層と若年層の対立

　縦社会において若年層と老人層の矛盾を如実に現したのが文化大革命であった。なぜなら、文化

大革命は紅衛兵（中高校生を中心に）による造反革命で、国家権力が若者の後ろ盾となり、集落の

若者は前例のない力を行使することができたからである。

　1966年 11月 9日、山鵬村の中高校に在籍していた 30数名の学生は学生証を持って、無料で汽車

に乗って北京に向かった。学生らは 12月 4日まで北京に滞在し、毛沢東による第 8回目の接見 12)を

受け、「高揚した革命意識」で村に戻った。ここから、古い封建的な旧思想と旧文化の破棄をスロー

ガンとして掲げた村の文化大革命が始まった。しかし、紅衛兵は集落の封建的なものの象徴であっ

た葬興契のリーダーや葬興幕舎に手を付けることはせず、粛清の対象にされたのは満州国における

背信者や土地改革で政治犯 13)とされた人々であった。葬興幕舎が解体されたのは 1966年に文化大革

命が始まってから二年後のことで、市革命委員会の二人の幹部が武装した兵士をつれて村に入って

紅衛兵に指示したことによる 14)。

　集落の若年層になる紅衛兵が、旧思想と旧文化の代表ともいえる道士や執事を引きずり出して、

粛清闘争を展開することはなかったが、これは老人層と若年層の間に矛盾がなかったことを意味し

ない。従来、集落における隊長と会計の関係も、村組織における村長と会計の関係と同様二人三脚

であることが求められた。村長や隊長が優秀な若者を会計として身辺におき、手を携えて村政や集

落の運営を行うことは、会計が将来の後継者として最もふさわしく、それなりの経験ができるから

であった。当然、村長や隊長は、若者層のなかで信望があって、若者層を率いる素質を持った人を

12)   1966年 6月から 11月までに、天安門広場で行われた毛沢東による 8回にわたる謁見のことで、文化大革命
を全国的規模に広げることを目的に催された紅衛兵の大集会であった。

13)   日本に協力した元自衛団のメンバー、日本軍に帰順したといわれる元鶏林村の少年団のメンバー、変節した
と密告された抗日活動で日本軍に逮捕されてソウル監獄に 10年間収監されていた人、国民党に入った経歴が
あると疑われた人、貧農を搾取した地主などである。

14)   1969年末、村の文化大革命が高潮を過ぎたころ、上海から十数人の知識青年が山鵬村に下放されるが、村
の批判闘争における影響が指摘されることはなかった。なぜなら、下放青年らは、上海という大都市と山鵬
村という辺境の少数民族村という生活条件の差に加え、言語と習慣までが違う村で、まったく経験のない農
業に従事しなければならず、宿舎で使う燃料用の薪の採集も村民の手を借りなければならなかった。このよ
うな過酷な試練のなかで、村の文化大革命に及ぼした影響はほとんど認識されてない。
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会計にして、その会計を通して若者層を動かそうとする。文化大革命における外部権力の支持は、

不満があっても隊長に従順でなければならなかった会計に集落の若者を結束させ、老人層に対立で

きる条件を与えたのである。結果、一つの集落が隊長（元執事）率いる老人層と会計率いる若者層

の二つの派閥に分断された。S氏が隊長を務める集落も例外なく、「農業をないがしろに思想学習や

闘争批判にあけぐれる若者に、隊長や老人らが注意しても聞き入れるところか、政治的覚悟が低い

と批判を受ける羽目になってしまう状況であった」と S氏はいう。S氏は、仕方なく執事の時から

協力していた年配者 7名（男性）を集め、日常的に対策を練り、隊長としての自分の仕事に協力し

てもらったという。集団生産のなかで、二つの派閥に常に緊張があったために、S氏を含む老人グ

ループは、山の仕事を主にすることで衝突を避けた。S氏の老人グループが人目から離れた仕事を

したには、もう一つ「酒会」を開く資金を稼ぐという理由があった。従来、冠婚葬祭の際はもちろ

んこと、普段も何らかの口実で「酒会」を開き、集落の権力順位や村民の信望を確認し、互いに意

見交流を行うことは伝統組織から受け継いできた重要なコミュニケーションのやり方であった。文

化大革命がはじまり、緊張した集落の政治環境において一層お互いの本音が語り合える「場」が必

要になったが、集団経済管理において自由になる現金がない状況が続いた。老人らは、「酒会」のお

金を用意するために、7名に与えられた作業を 5名でこなし、2名は禁じられていた副業を行った。

たとえば、農機具である鎌の取っ手の部分に使う材料となる木材を伐採し、農機具に合わせたサイ

ズに裁断し、帰宅時には家屋近くの草むらに隠した。日が暮れると人目を避け、小道で以前から交

流があった他の村の農機具を作るヤジャンカン（農機具を作る作業所）に持ち込み、一切れあたり

10銭（1元＝ 100銭）を稼いだ。そのお金でお酒を購入し、7名の家を順に回りながら定期的に「酒

会」を開いた。しばらくして会計から「酒会」のお金の出所を問題視する疑いをかけられ、厳しい

調査を受けることになった。しかし、S氏を失脚させようとした目的が達成されることはなかった。

老人グループの家族が、酒もおかずも家に配給された食糧を節約して、準備したものであると S氏

を擁護した。また、調査を主導しようとした若者らは、相次ぎその親たちの厳しい叱責を受けるこ

とになった。その主な内容は、「お前の祖父母の最後を見届けたのが S氏や年寄たちであり、そん

な年寄りにご無礼なことをするなんで恩知らずもの」ということであった。おかげで S氏はその後

も隊長を続けることができた。

　このように文化大革命は、葬興契という伝統組織に危機を与えたのだが、大きな試練のなかでも、

消えることなく集落の社会構造の根底に根強く存在した伝統組織の威厳を現した。同時に、老人層

と若年層の矛盾に見られるように、集落自治は必ずしも民主的であったわけでなく、老人層に主導

されることも明確である。したがって、村幹部の選出は、組織法の施行とは別個の論理、すなわち、

伝統組織の形成時から維持されてきた集落独自のリーダー選出基準が、村幹部や集落組織のリー

ダーの選出に反映されてきたものである。しかし、このような選出基準が存在するからといって、

組織法の制定がまったく無意味であったというわけではない。以下で、組織法の意義を考察するこ

とにしたい。
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6．組織法の意義　－　村幹部の推薦

　組織法の施行以前、行政主導の村幹部選出に推薦される候補者は、各集落の生活者であり、「階級

成分」と「政治表現」がよい村民であった。このような行政基準に対する集落の対応を次のいくつ

かの事象で見ることができる。一つ目は、「階級成分」が悪い富農の子弟であっても、才能があって

信頼できる人は集落組織に受け入れられたということである。集落で長年勤める会計のなかには富

農の子弟が少なくなかった。二つ目は、「階級成分」をクリアした後の集落組織メンバーの「発展」

問題である。ここでいう「発展」とは、集落でよく使われる隠語で、村幹部になるための条件とし

て共産党組織に加入することを政治的「発展」という。集落組織は、組織の若い後継者を中心に彼

らを「発展」させることに力を入れ、同時に、村幹部の選出において党員であることを大きな推薦

材料にしていた。三つ目は、共産党組織に加入したあとの「政治表現」のアピールである。村組織

の幹部らはしばしば、この「政治表現」のアピールの方法として、取り組むべき「やり方」をアド

バイスした。たとえば、各集落組織の村幹部候補者に党費を支払う際は、できるだけ新札の紙幣を

用意し、白い紙に丁寧に包んで党支部に期限日より早期に支払うことがよいと教えた。このような

ことが後日、「党に対する高い忠誠心のあらわれ」として人民公社や郷（鎮）行政に「反映」され、

行政が注目する「政治表現」がよい村幹部および候補者が決まっていくわけである。

　このような行政主導の幹部選出に対して、組織法の施行以降はいくつかの変化が見られた。一つ

目は、地主や富農という「階級成分」問題がなくなっただけでなく、国籍を超える村民委員の選出

に挑む者も出てきた。たとえば、2007年の第 7回目の村民委員選挙では、1944年生まれの朝僑 15)で

あるＡ氏が当選した。上村で生まれ育ったＡ氏は、村で小学校から高校まで通っていて、国籍ゆえ

に共産党関連の組織（紅衛兵など）に加入するなどは論外とされてきた。成績が優秀でありながら、

国籍の問題によって「発展」できないことは集落や村においては周知のことである。にもかかわら

ず、Ａ氏が村民委員に選出され、鎮行政の行政幹部らを困惑させたのである。この件に関しては、

鎮行政からＡ氏本人に国籍問題で村民委員として認定できないと理解を求めるとともに、集落組織

において活躍してほしいと丁寧な対応をしたという。二つ目は、鎮長が村の書記を兼任する（4節

の記述）ことに対して反発が起こったことである。行政主導ともとれる鎮長が村の書記を兼任する

ことに対して、各集落の老人会リーダーを中心に意見が殺到した。従来、手続きや関連証明に必要

な印鑑、証明書の交付などは村にある村民委員会事務室で行われていたが、鎮長が書記を兼任する

ようになってから、鎮長が村民委員会の印鑑を所持して鎮政府機関で村の事務に対応するように

なったことが大きな要因であった。鎮所在地までは、片道がバスで 40分かかり、交通費に加え、多

忙な鎮長を待たなければならないこともしばしばあり、結局、村民は簡単な証明書を請求するにも

半日を費やすことになった。このような状況に際し、老人らは同じ村民委員らが書記に意見を言う

ことは、今後の付き合いもあって難しいものの、年寄りはそんな遠慮がいらないと、鎮政府に行く

たびに書記に大きな声で意見を言ったと老人会のＢ氏はいう。具体的には、国は農村を豊かにする

15)   北朝鮮国籍を持って中国で暮らす者を指す。中華人民共和国成立以降、多くの朝鮮人が中国国籍を取得し
て、少数民族として朝鮮族となっていくなか、少数の朝鮮人は、A氏の親のように、朝鮮国籍を選び、その
子孫も朝僑となった。
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ために組織法を制定して村民自治を進めているのにも関わらず、鎮長のやり方は農民に時間と交通

費を使わせて損害を与えているという輿論を各集落が共有し、抗議したのである。その結果、一年

も経たずに、鎮長は村の書記を辞め、候補者であったＷ氏が一年の予備期間をもって書記を務める

ことになった。

　上記の事例からは、組織法の施行を前後にして、村民の対応に変化があったことが確認できる。

施行以前の行政主導の村幹部選出に対して、村や集落が認めるリーダーを行政の選出基準にふさわ

しい村幹部候補者として、「発展」させることで、村が望む人物が行政によって選出されるように柔

軟な対応や工夫を行っていたことがわかる。これに対して、組織法の施行以降は、上記のような対

応や工夫は、朝僑を村幹部に推薦するほか、鎮長の村書記兼任に抗議するなどと、暮らしという基

準において国籍は問題にならないことと、生活に負担を与える行政の施策に関しては果敢に意見す

るという傾向が強くなったのである。村民は、上記のような外部権力に自らの意志を埋め込む対応

や工夫の変化において、「組織法の意義」を見出していたのである。

7．おわりに――村民自治

　これまで見てきたように、村幹部の選挙に現れた基準は、集落の伝統組織のリーダー選出からの

基準を引き継いでおり、組織法の施行などの外部権力の変化に沿う形で、自らの意志を埋め込みな

がら継承してきたものである。このような選出基準の考察分析から村民自治は、自然発生的な集落

の暮らしのなかにある共同自営の行為として、末端行政と基礎社会との境において、村民が伝統組

織から引き継がれる経験や知恵を外部権力の意志変化に柔軟に対応させる形で、工夫、実践するこ

ととそのプロセスであることがあきらかになった。

　本稿で取り上げた事例から明らかになったことを整理すると以下のようになる。第一に、村の選

挙は外部的要因よりも、集落組織や伝統組織という自治組織にかかわる問題として立ち現れる。第

二に、選挙を主導する集落には集落形成時から、自治組織としての伝統組織が存在し、リーダー選

出の基準が備わっていた。この基準がその後の集落組織や村組織のリーダー選出に反映されていた。

第三に、選出基準は、円満な家庭環境や経験、経営能力、実績という村の暮らしに根拠を持ってい

る。第四に、村民自治は集落や村を取り巻く政治環境の変化に柔軟に対応する形で、行政権力に埋

め込まれてきた。一方、集落主導の自治が必ずしも集落民全体の民主性によるものではないことも、

集落の権力構造から現れる。

　本稿の知見を要約すれば、村の選挙から見る村民自治に焦点を当てることで、朝鮮族村の伝統組

織に引き継がれるリーダー選出の意味が明らかになった。それは国家権力による一方的な統治のた

めの村民自治でもなく、村組織に統制されるものでもない、基礎社会である集落が自らの生活世界

を保全するために行う集落主導による国家権力に対する工夫や対応としての村民自治である。
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表　本稿の朝鮮族農村に関する主なできこと（年表）

1945年 日本敗戦、臨時政府が成立。

1946-7年 中共中央の解放区における土地改革が開始。

1948年 中国共産党の地区委員会が成立、朝鮮族の少数民族としての地位を確定、土地の平均分配が終了。

1949年 中華人民共和国成立宣言、東北朝鮮人に中国国籍を与え、自発的な互助合作運動が展開。

1951年 『農業生産互助合作の決議（草案）』が採決され、地域委員会による初期合作社を試験的に実施。

1952年 朝鮮民族自治区が成立、第一次農業生産合作化ブームが起きる。

1953年 初の高級農業生産合作社が設立、「食糧の計画的買い上げと計画的供給の実行に関する決議」が発表。

1955年 朝鮮族自治区が州へと格下げされ、省の管轄下に置かれる。

1956年 農業合作化運動が完了

1958年 人民公社化が編成。大躍進運動が開始。

1959年 自然災害と人災に伴う飢餓が蔓延。

1966年 文化大革命が開始－朝鮮族の実権派の追い落としが開始。

1967年 紅衛兵運動の過激化と解放軍の介入。

1968年 紅衛兵運動が終焉、紅衛兵の農村下放を指示。

1969年 朝鮮族自治州で学校幹部の「下放」が開始、農村の「下放」青年の受け入れが開始。

1971年 朝鮮族自治州委員会が回復。

1978年 文化大革命が終焉、「改革開放」政策方針が決まる。

1980年 朝鮮族自治州革命委員会を自治州人民政府に改める。

1983-4年 土地承包法が実施。

1987年 村民委員会組織法（試行法）が試行。
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Abstract

Villagers Autonomy seen through Election of Villagers’ Committee Members
A case study of an ethnic Korean village in northeast China

LIN, Mei

Kwansei Gakuin University

 This paper examines the present situations and recent changes of villagers autonomy in Shanpung Cun, an 

ethnic Korean village in Northeast China. Based on the case study of this village, the ways in which villagers’ 

committee members are elected will be clarified both in terms of their formal procedures and real state of 

affairs. Also, the criteria for election to the committee members today will be compared to the traditional way 

of electing leaders, which has existed in these hamlets since their foundation.

 The findings from this research are as follows. First, the relationship between the villagers’ committee and 

the hamlets has been investigated. Secondly, it has been confirmed that the elections largely follow the forms 

and traditions that had been common before. Thirdly, the village and the villagers’ committee have chosen to 

adopt the election criteria so that they may be able to cope with drastic changes in their everyday lives. 

Finally, it has become clear that, due to the power structure within the hamlets, the achievement of democracy 

still remains to be seen in the pursuit of villagers autonomy in this village.

Keywords:  villagers’ committee, villagers autonomy, administrative village, hamlet


